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今年４月からスタートする、まちの憲法となる“留

萌市自治基本条例”｡市民の皆さんの中には、「自治

基本条例って、なに?」「自治基本条例で、私たちの

まちや暮らしがどう変わるの?」という方がたくさ

んいると思います｡

今回は、“留萌市自治基本条例”【市役所編】＆【議

会編】を紹介します｡

市
長
の
責
務
と
政
治
倫
理

　

市
長
は
、
市
民
か
ら
選
挙
で
選
ば
れ
、
市
の

行
政
を
管
理
運
営
す
る
執
行
機
関
の
代
表
で
す
。

　

市
長
に
は
、
地
方
自
治
体
を
統
括
し
、
各
種

の
行
政
委
員
会
の
仕
事
を
調
整
す
る
権
限
が
あ

り
ま
す
。
同
時
に
、
議
会
や
市
民
と
「
信
頼
関

係
」
を
築
き
、
自
治
の
テ
ー
マ
や
こ
の
条
例
の

理
念
の
実
現
に
向
け
て
、「
公
正
で
誠
実
」に
市

政
を
運
営
す
る
責
務
が
あ
り
ま
す
。

　

市
長
は
、
憲
法
や
地
方
自
治
法
の
規
定
に
基

づ
い
て
役
割
を
果
た
し
ま
す
が
、
留
萌
市
長
と

し
て
の
目
指
す
姿
は
、
こ
の
条
例
の
理
念
（
前

文
）
の
実
現
で
す
。

市
の
責
務

　

市
は
、
執
行
機
関
が
法
令
で
与
え
ら
れ
て
い

る
権
限
や
責
任
の
も
と
、「
公
正
で
誠
実
」
に
市

政
を
運
営
す
る
責
務
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
仕
事
の
効
果
や
成
果
を
測

る
こ
と
で
、実
施
す
る
仕
事
の
内
容

（
目
的
、対
象
、量
、経
費
）や
進
め
方

（
時
期
、方
法
、人
員
、ス
ピ
ー
ド
）

な
ど
を
常
に
見
直
し
、
最
少
の

経
費
で
最
大
の
効
果
を
挙
げ
る
よ
う
努
力
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、「
市
民
へ
の
説
明
責
任
を
果

た
し
、
透
明
な
自
治
に
努
め
る
」「
常
に
市
民
の

声
に
耳
を
傾
け
、
誠
実
に
対
応
す
る
」「
仕
事
に

必
要
な
能
力
を
職
員
自
ら
が
向
上
で
き
る
機
会

を
作
る
」
な
ど
の
責
務
が
あ
り
ま
す
。

職
員
の
責
務

　

職
員
は
、
市
民
本
位
の
視
点
を
持
ち
、
市
民

の
声
や
ニ
ー
ズ
に
基
づ
き
、
市
民
全
体
の
利
益

（
公
共
の
利
益
）を
上
げ
る
こ
と
に
専
念
し
、
全

力
で
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
社
会
環
境
の
変
化
を
的
確
に
と
ら
え

る
た
め
、
何
事
に
も
興
味
を
持
ち
、
常
に
改
革

の
意
識
と
豊
か
な
発
想
力
を
持
つ
こ
と
が
重
要

で
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
仕
事
に
必
要
な
知
識

や
技
能
の
開
発
に
も
積
極
的
に
取
り
組
み
な
が

ら
、
効
率
的
な
行
財
政
運
営
を
心
が
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

議
会
の
役
割
と
責
務

　

議
会
に
は
、
議
決
機
関
（
意
思

決
定
機
関
）
と
し
て
、
留
萌
市
自
治

基
本
条
例
の
趣
旨
（
理
念
、
基
本
原

則
な
ど
）
に
基
づ
い
て
、「
市
が
、
主
権
者
で
あ

る
市
民
の
立
場
に
立
ち
、
市
民
の
意
思
を
適
切

に
反
映
し
て
い
る
か
（
市
民
本
意
）」、
し
か
も

「
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
挙
げ
て
い
る

か
」
を
、
市
民
の
代
表
と
し
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る

権
限
が
あ
り
ま
す
。

　

議
会
は
、
そ
の
際
に
、「
個
別
の
事
情
や
利
害

と
他
の
利
害
と
の
比
較
」「
ま
ち
全
体
の
利
益
と

の
比
較
」「
ま
ち
の
将
来
へ
の
影
響
」
を
考
慮
す

る
な
ど
、
総
合
的
な
視
点
に
立
ち
、
最
善
の
選

択
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

今
後
、
地
方
分
権
に
よ
り
、
自
己
決
定
、
自

己
責
任
に
よ
る
自
治
体
運
営
が
進
む
こ
と
か
ら
、

執
行
機
関
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
受
身
の
役

割
だ
け
で
は
な
く
、「
意
見
書
の
提
出
」や「
議
員

に
よ
る
議
案
の
提
出
」な
ど
、
積
極
的
な
役
割
を

果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
議
決
機
関

と
し
て
の
議
会
の
責
任
も
今
以
上
に
重
く
な
り

ま
す
。

議
員
の
責
務

　

議
員
に
は
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
市
民
の
代
表

と
し
て
、
議
決
に
よ
る
意
思
決
定
や
市
政
の
調

査
な
ど
の
権
限
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
市
民
か

ら
代
表
者
と
し
て
託
さ
れ
た
期
待
や
役
割
を
果

た
す
責
務
が
あ
り
ま
す
。

　

市
民
の
信
託
に
応
え
る
た
め
に
も
、
議
会
活

動
を
通
じ
て
、
議
員
と
し
て
の
役
割
を
公
益
の

た
め
に
誠
実
に
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

議
員
が
公
職
選
挙
法
は
も
と
よ
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
法
令
を
守
る
、
ま
た
は
法
令
に
基
づ
き
議

員
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
、
市
民
の

代
表
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
す
。

　

議
員
は
、
個
々
の
政
治
的
な
信
条
や
信
念
に

基
づ
き
、
議
会
活
動
を
行
な
う
と
同
時
に
、
ど

の
よ
う
な
議
論
を
し
て
結
論
を
出
し
た
の
か
を

明
ら
か
に
し
、
市
民
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
す

る
責
務
が
あ
り
ま
す
。

条 文 の 解 説 【 議 会 編 】

【議会の役割と責務】

　第１０条　議会は、留萌市の議決機関として、重要な政策を総合的な視点に立っ 
　　て審議し、意思決定しなければなりません。
　２　議会は、この条例に照らして、常に市が市民本位で効率的な市政運営を行
　　っているかどうか調査するとともに、自らも政策立案等を行い、市民の意思
　　を反映するよう活動しなければなりません。
　３　議会は、議会活動に関することを市民にわかりやすく説明するとともに、　
　市民及び市と連携し、協働により自治の発展及び市民の福祉の向上に努めな　
　ければなりません。

【議員の責務】

　第１１条　議員は、市民の信託に応え、自己の能力の向上に努めるとともに、誠

　　実に職務に取り組まなければなりません。

　２　議員は、公職選挙法その他の関係法令を守り、また、この条例に規定する

　　「情報共有」「市民参加」「協働」の基本原則にのっとり、自らの政治責任を果

　　たさなければなりません。

全編は、留萌市ホームページで公開しています

http://www.e-rumoi.jp

条文の解説【市役所編】

【市長の責務】

　第１２条　市長は、市政の代表者として、市民の信託に応え、公正で誠実に職務
　　に取り組み、政治倫理を守り、自治の理念の実現に努めなければなりません。

【市の責務】

　第１３条　市は、その権限と責任により、公正で誠実に仕事を進め、その内容や
　　進め方を常に見直し、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めなければな
　　りません。
　２　市は、市の仕事の各過程で、市民への説明責任を果たし、透明な自治に努
　　めなければなりません。
　３　市は、常に市民の声に耳を傾け、誠実に対応しなければなりません。
　４　市は、職員が自ら能力の向上ができるよう、その機会を作るように努めな
　　ければなりません。

【職員の責務】

　第１４条　職員は、市民の立場に立ち、全力で職務に取り組まなければなりません。
　２　職員は、自治の課題に適切に対応するため、常に自己の能力の向上に努めな
　　ければなりません。




